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研究成果の概要（和文）：本研究では、まず、環境政策に関する歴史的研究の動向を整理し、 
環境政策史が必要とされる背景を確認した。そして、環境政策の性格変容の解明をはじめとし、

これまでの環境政策の実態を詳細に把握する環境政策史は、これからの環境政策を構想するう

えでも有用であることを示した。さらに、発展した一方で分断化も進んだ環境経済学、環境政

治学、環境法学、環境社会学といった環境政策に関わる諸学問を、環境政策史が架橋する可能

性についても検討した。また、環境政策史は、都留重人や宮本憲一らによる日本の公害研究の

流れを再発見し、発展させるものでもあることを示した。そのうえで、日独の容器包装廃棄物

政策に関する環境政策史研究もおこなった。 
 
研究成果の概要（英文）：This research serves as an introduction to this newly emerging area. First, 
the various currents of historical research on environmental policy are traced and the reasons why 
the development of environmental policy history as an area of academic inquiry is so necessary are 
substantiated. Second, the environmental policy history perspective is shown to be a useful tool for 
shaping the future of environmental policy because it provides a close examination of the realities 
influencing the environmental policy of the past, and it illuminates the transformation of 
environmental policy over time. Next, consideration is given to the potential for environmental 
policy history studies to serve as an intermediary between the rapidly emerging, yet increasingly 
fragmented, subdisciplines related to environmental policy studies, such as environmental 
economics, environmental politics, environmental law, and environmental sociology. In addition, 
the point is made that one aim of the field of environmental policy history in Japan is to rediscover 
the body of work known as "kogai" (pollution) research and encourage its further development. 
Also, this study elucidates the development and establishment of the packaging waste policy of 
Germany and Japan. 
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１．研究開始当初の背景 
	 これまで環境政策史という用語は、環境経
済学、環境法といった講義の導入部において
主要な法制度や政策を時系列的に説明する
際などに用いられてきたにすぎなかった。し
かし、あらためて環境政策を歴史的に研究す
るといった場合、環境政策分野の多くの研究
者は、それは単に過去を掘り起こすだけの後
ろ向きの作業であり、今後の政策および政策
形成にどのような貢献ができるのか、歴史的
研究というのは冗長な叙述がなされるだけ
で非理論的ではないのかといった印象を抱
くかもしれない。 
	 このように、これまでの環境政策研究にお
いて環境政策史が研究分野として考えられ
ることはなく、環境政策研究における歴史研
究のありようが語られることもほとんどな
かった。一方、環境政策はすでに一定の歴史
的蓄積を有しているため、環境政策史なるも
のは本来であれば歴史家によって議論され
ていても不思議ではないのだが、現代の政策
をテーマとしない傾向にある多くの歴史研
究者にとって、近年の環境政策は魅力的な研
究対象となってはいない。 
 
２．研究の目的 
	 近年、環境政策の内容や運用の実際をめぐ
る研究がなされるようになったが、環境政策
の成立・展開過程についての研究は少ない。
しかし、環境政策の誕生背景、政策過程、そ
の後の変遷を、政治的、社会的、経済的文脈
のなかに位置付けて歴史的に研究すること
は、その政策の真髄をより明らかにし、今後
の望ましい政策形成への指針を与える。そこ
で本研究では、第一に環境政策の展開を歴史
的に考察する「環境政策史（Environmental 
Policy History）」という新しい研究分野の確立
をはかる。第二に、環境政策上の重要な責任
原則である拡大生産者責任を生み出したド
イツの容器包装廃棄物政策の事例を環境政
策史アプローチにより考察する。さらに、容
器包装廃棄物政策の来歴の日独比較もおこ
なう。 
 
３．研究の方法 
	 本研究の方法である環境政策史自体が確
立されてはいないため、まず、環境政策史の
方法と有効性・課題を考察し、環境政策史の
確立をはかる。この考察にあたっては、関連
する環境史、日本の公害研究等の成果も踏ま
える。この作業をふまえて、ドイツと日本の
容器包装廃棄物政策を事例にした環境政策

史研究をおこなう。なお、ドイツの事例に関
して、未公刊公文書等の一次資料を利用する
ことにより、政策決定過程を詳細に考察する。 
 
４．研究成果	 
	 環境政策史の確立に関する研究成果は、次
のとおりである。まず、環境史、政策史、環
境政治学、日本の公害研究における環境政策
に関する歴史的研究の動向を検討し、環境政
策史が必要とされる背景を解明した。そして、
環境政策の性格変容の解明をはじめとし、こ
れまでの環境政策の実態を詳細に把握する
環境政策史は、これからの環境政策を構想す
るうえでも有用であることを示した。さらに、
発展した一方で分断化も進んだ環境経済学、
環境政治学、環境法学、環境社会学といった
環境政策に関わる諸学問を、環境政策史が架
橋する可能性も示した。すなわち、環境政策
史は、学際的な学問である環境学の一つの方
向性を示すものである。そのうえで、環境政
策史は、都留重人・宮本憲一らによる日本の
公害研究の成果を再発見し、発展させるもの
でもあると結論付けた。	 
	 一方、環境政策史アプローチによるケー
ス・スタディの成果は、次のとおりである。	 
	 ドイツの容器包装廃棄物政策は、1991 年 6
月に制定された容器包装令を核とする。容器
包装廃棄物の発生抑制を目的としている容
器包装令は、容器包装廃棄物の回収・分別の
責任所在をそれまでの地方自治体から、容器
包装の製造・販売などにかかわる事業者に移
したことから、OECDによって新しい環境責
任原則である拡大生産者責任（Extended 
Producer Responsibility：EPR）のもっとも早
い導入例とされる。そして、容器包装令はオ
ーストリアやフランスといった欧州諸国の
みならず日本にも影響を及ぼし、1995 年制定
の容器包装リサイクル法の契機にもなった。	 
	 容器包装令が 1991 年に制定され、そして、
のちに EPR と称されるコンセプトが世界に
先駆けてドイツで提唱されたことについて
は、とりわけ私たち日本人は、ドイツでは緑
の党や環境保護団体が一定の勢力を有して
いるためであるといった漠然とした印象を
もちやすい。しかし、この《先駆的》な容器
包装廃棄物政策が、ヘルムート・コールを首
班とする保守連立（キリスト教民主同盟・キ
リスト教社会同盟・自由民主党）政権におい
て生み出された理由に関しては、これまで十
分に研究されてこなかった。	 
	 そこで、本研究では、コール保守連立政権
が、容器包装廃棄物政策を推進したのはなぜ



なのか、のちに拡大生産者責任と称されるよ
うになった事業者にとって厳しいコンセプ
トを、意外なことに経済界自らが提案したの
はなぜなのかという点を中心に考察した。	 
	 その結果、ドイツの容器包装廃棄物政策が、
選挙での集票及びドイツ再統一等の政治的
要因、廃棄物処理分野での民営化推進及びリ
サイクルビジネスの欧州での新規展開等の
経済的要因を背景に進められたことを解明
した。	 
	 本来、環境政策の推進は、政治的動機や経
済的動機によって阻害されるケースが多々
みられるが、このドイツの事例は、環境保護
動機のみではなく政治的および経済的動機
によって環境政策が推進される場合があり
得ることを示している。すなわち、既成政党
は、緑の党のように環境分野の政策課題であ
ればすべて推進しているのではなく、自らの
政治的利益や経済的利益にかかわる、あるい
はそれらの利益との組み合わせが可能な環
境政策を選択しているといえよう。	 
	 1960 年代や 1970 年代には、既成政党や経
済界が経済的要因から環境政策の推進に抵
抗する傾向がみられ、環境政策の推進派と反
対派の違いは明瞭であった。しかし、今日の
環境問題にかかわるアクターを見回せば、か
つてのように環境主義者、反環境主義者とい
った二項対立的理解が通用しないことは明
らかである。今日では、環境政策は新しい市
場を生み出すものとして、既成政党や企業に
とっても魅力的なものへと変貌したことか
ら、各アクターの立場が複雑化し、環境政策
推進の理由を簡単には見出しにくくなって
いる。	 
	 環境政策が下からの突き上げに対する対
症療法的対策を超えて、政治的および経済的
利益をも生み出すものへと変容してきたと
いう、より複雑な環境政策の全体像を理解す
るためには、あるアクターはいかなる政治的
利益と経済的利益を環境政策に組み込もう
としているのかを冷静に見極める必要があ
る。その際に、環境政策史アプローチは重要
な知見を提供するものである。	 
	 本研究の一連の成果が、国内外の書籍・学
術雑誌に発表されたことにより、環境政策研
究における環境政策史の重要性を提起でき
た。今後は、環境政策史の理論的検討のさら
なる深化とともに、様々な事例に対する実証
的な環境政策史研究が求められる。また、環
境政策史研究の国際的なネットワーク構築
も今後の重要な課題である。	 
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